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（１）背景・概要
「2027（令和9）年末までに一般照明用の蛍光ランプの製造と輸出入を廃止すること」が令和6年12
月に閣議決定され、今後、蛍光ランプについては次第に入手困難となること、また、全国的にLED化工
事が急増しLED器具の在庫不足が生じることが懸念される。
長崎市においては、2050（令和32）年の「ゼロカーボンシティ長崎」の実現に向け、長崎市地球温
暖化対策実行計画における野心的数値目標として、公共施設等のLED照明の導入割合を2030（令和
12）年までに100％にすることを掲げているが、この2027年末の蛍光灯の製造と輸出入の廃止を受け、
施設のLED化を早急に行う必要性が高まっている。
このような状況を踏まえ、修繕で対応可能な小規模施設や個別改修計画がある施設以外の公共施設等
について、設計・施工一括発注により早急にLED化を実施する。契約期間が複数年度にわたることから
債務負担行為を設定する。

（２）対象施設

債務 負担行為 補正
期 間 限度額

ページ 事 項

40 ～ 41 公共施設等LED化事業
令和 ７年度から
令和１０年度まで

千円
３，１１０，０００

１ 債務負担行為の概要

公共施設等（その他）（489施設）

一定規模 129施設
LED化済み 84施設
老朽化・廃止検討 98施設
小規模 （公衆トイレ、駐輪場等） 51施設
個別計画 （市営住宅、大型施設等） 127施設

学校施設 （130施設）
上下水道施設 （189施設）

今回債務負担行為設定

各所管実施

公共施設等
（借上施設、無照明施設除く）

（808施設）

新市役所創造アクションプラン該当事業
Ｂ１ 市民サービスの最適化
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（３）発注方式等について
ア 発注方式は、設計・施工一括方式とする。
イ 事業者選定方法は、長崎市プロポーザル方式実施要綱に従い実施する。
ウ 工期短縮、事業者の受注機会均等の観点から２地区（２件）に分けて同時発注する。

（４）市内事業者への配慮について
LED化工事については、技術的に市内事業者が十分に対応できること、地域経済の活性化に寄与する
ことから、プロポーザルに参加する事業者を市内又は認定市内事業者に限定する。

（５）LED化予定スケジュール

※令和10年以降、蛍光灯の在庫がない場合には、順次LED化工事が完了し不用となった蛍光灯を一部ストック
し再利用するほか、必要に応じて個別にLED化を行うなど、柔軟に対応できるよう準備を進める。

（６）電気代等削減額・CO2削減量
LED化による電気代及び維持管理費の削減額（15年間）は、約2,975百万円と試算。
LED化によるCO2削減量は、約1,872ｔ-CO2／年と試算。（約491世帯分の排出量相当）

１ 債務負担行為の概要

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

【債務負担設定】

【相手方選定】

【本契約】

【設計・施工】

●9月議会

●6月議会

令和9年末
蛍光ランプ製造等廃止
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２ 債務負担行為限度額の内訳

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 合計

－ 1,244,000 1,244,000 622,000 3,110,000

(千円）

３ 財源内訳

年度 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債※ その他 一般財源
令和７年度 － － － － － －
令和８年度 1,244,000 － － 933,000 － 311,000
令和９年度 1,244,000 － － 933,000 － 311,000
令和10年度 622,000 － － 466,500 － 155,500
合計 3,110,000 － － 2,332,500 － 777,500

※ 一般単独事業債 75％（交付税率 ー）

(千円）
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４ 参考（対象施設一覧）

施設の用途 施設名 施設数 灯数

等 38 6,316

スポーツ・公園施設 諏訪体育館、三和体育館 等 7 1,034

子ども向け施設 放課後児童クラブ 18 469

親子向け施設 子育て支援センター 7 288

障害者支援施設 障害福祉センター 1 2,291

保健・衛生の向上を図る施設 原子爆弾被爆者健康管理センター 等 4 1,290

産業の振興を図る施設 水産センター、道の駅夕陽が丘そとめ 等 7 599

文化の振興を図る施設 等 3 3,602

観光や平和のための施設 出島、軍艦島資料館、平和会館 等 5 1,817

都市基盤施設 三京クリーンランド埋立処分場 等 3 424

庁舎等 南総合事務所、中央消防署 等 36 6,585

合計 129 24,715
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現在、令和８年６月16日からの稼働開始に向け、新東工場の建設工事をＤＢＯ方式で実施している。
事業者から、労務単価等が著しく上昇したため、令和７年３月12日に建設工事請負契約書第25条第６項（インフ
レスライド条項）の規定に基づく請負代金額の変更の請求がなされ、工事費が増額となることから補正を行うもの。

予算説明書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

28 ～ 29 ４
衛生費

２
清掃費

４
新東工場
建設事業費

１ － １ 【補助】新東工場建設事業費
ごみ焼却施設建設

千円

407,439

１ 概要

※1 ＤＢＯ（Design（設計）-Build（建設）-
Operate（維持管理・運営））方式

公共が、施設整備に必要な費用の資金調達
を自ら行い、公共が所有権を有したまま、設
計・建設から、長期の運営・維持管理に至る事
業で必要となる全ての業務を民間に一括発注
する方式のこと。

（１） 施設の種類 ごみ焼却施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）

（２） 建設場所 長崎市戸石町88番地10 を含む都市計画決定区域内

（３） 処理能力 ２１０t/日（１０５t/日×２炉）

（４） 処理方式 全連続燃焼式ストーカ炉

（５） 事業方式 DＢＯ方式 (公設民営) ※1

（６） 全体事業費 ３３１億７,８６５万８,３８６円

（７） 契約概要

ア (建設工事)

契約相手方 三菱・フジタ・ＭＨＩＴＣ特定建設工事共同企業体

契約額 ２３３億８,８６５万８,３８６円

建設期間 令和４年９月９日～令和８年６月１５日

イ （運営業務）

契約相手方 長崎東エコクリエイション㈱（SPC：特別目的会社）

契約額 ９７億９,０００万円

運営期間 令和８年６月１６日～令和２８年６月１５日（２０年間）
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<建設工事請負契約書第25条第６項>
予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー
ションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請
負代金額の変更を請求することができる。

２ インフレスライド条項

＜イメージ図＞

出来高 A 変動前の残工事額 P１

② 受注者負担額 P１×1％

③ スライド額 S’① 残工事に対する変動
前後の差額 P2－P1

契約日
R4.9.9

基準日
R7.3.12

工期末
R8.6.15

現請負代金額（A＋P1）

P1：変動前の残工事額
P2：変動後の残工事額
P2－P1：残工事に対する変動前後の差額
③スライド額 S’＝①残工事に対する変動前後の差額（P2－P1）－②受注者負担額（P1×1％）

変動後の残工事額
P２

※ 基準日：請求があった日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議をして定める日とし、請求日とすることを基本とする。
（新東工場建設工事におけるインフレスライドの請求日及び基準日はR7.3.12である。）
なお、基準日以降の残工事額がインフレスライドの対象となる。
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＜インフレスライド対象条件＞
・残工期が２ヵ月以上あること
・既済工事を除く残工事分の変動前と変動後の請負代金の差が変動前の残工事額の１％を超えること

＜インフレスライド額＞

３ 建設工事費におけるインフレスライド額

（単位：円）税抜
変動前の
残工事額

変動後の
残工事額

残工事に対する
変動前後の差額 変動率

P1 P2 P2-P1 （P2-P1）/P1

建築･設備工事 5,661,098,726 5,920,942,457 259,843,731 4.6%

プラント工事 5,157,225,000 5,468,643,000 311,418,000 6.0%

合計 10,818,323,726 11,389,585,457 571,261,731 5.3%

①変動前後の差額（P2-P1） 11,389,585,457 10,818,323,726 ＝ 571,261,731

②受注者負担額（P1×1%） 10,818,323,726 × 1% ＝ 108,183,237

③スライド額S（①ー②） 571,261,731 108,183,237 ＝ 463,078,494

④消費税（③×10%） 463,078,494 × 10% ＝ 46,307,849

⑤スライド額S'（③＋④） 463,078,494 + 46,307,849 ＝ 509,386,343
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３ 建設工事費におけるインフレスライド額

＜インフレスライド額内訳＞ (単位：円）税抜

－ 9 －



３ 建設工事費におけるインフレスライド額

＜インフレスライド額内訳＞ (単位：円）税抜
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３ 建設工事費におけるインフレスライド額

＜参考資料１＞

R06 R07

公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移 ※国土交通省資料による
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３ 建設工事費におけるインフレスライド額

＜参考資料２＞

R6.3 R7.3
約4% up
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４ 年度別内訳 及び 財源内訳

（１）年度別内訳

（２）補正額の財源内訳 (令和７年度)

※１ 令和6年度から令和7年度への繰越額721,457千円を含む

※２ 循環型社会形成推進交付金 交付率１/２、１/３

※３ 一般廃棄物処理事業債 充当率 ９０％（交付税措置率５０％） ７５％（交付税措置率３０％）

※１ 令和6年度から令和7年度への繰越額721,457千円を含む

(単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
補正前 13,666,745 3,782,277 8,047,500 1,836,968
補正額 407,439 114,991 247,600 44,848
補正後 14,074,184 3,897,268 8,295,100 1,881,816

※1 令和6年度から令和7年度への繰越額721,457千円を含む

事業費
※2

※1

※3
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５ スケジュール

インフレスライド対象期間

令和７年７月末時点

R7.3.12▼ R8.6.15▼

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8

令和7年度 令和8年度
3

法面関係

新東工場
工事期間

令和4年度 令和5年度 令和6年度

設計

土木工事

建築工事

プラント工事

試運転

造成工事

解体工事
地下躯体工事

機器据付工事ほか

負荷運転
6/15

鉄骨工事

準備工事

仕上工事・設備工事

単体機器調整

電気・計装工事

土木建築工事に係る設計

プラント工事に係る設計

地上躯体工事

外構工事ほか工事中断期間
（6/12 7/14）

造成・法面工事法面工事
★

法面崩落

進捗率(全体)
計画 70.0%
実績 62.0%
計画(法面崩落後)
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６ 参考 （契約の経緯）

当初契約
令和４年９月議会
【契約議案】

請負代金額 ① ２０，５５９，０００，０００円

工期 議会の議決を得た日から令和８年３月３１日まで

１回目変更
令和６年２月議会
【契約変更議案】

工事費増額 ② ７７９，９００，０００円

変更請負代金額 ③
（③＝①＋②）

２１，３３８，９００，０００円

工期 議会の議決を得た日から令和８年６月１５日まで

変更理由

造成工事において硬い岩盤が存在していることが判明
したため、掘削工法の変更を行う必要が生じたこと等
により工事の設計を変更したことに伴い、契約の金額
及び工期を変更するもの。

２回目変更
令和６年１１月議会
【契約変更議案】

※インフラスライド
(1回目)

工事費増額 ④ ２，０４９，７５８，３８６円

変更請負代金額 ⑤
（⑤＝③＋④）

２３，３８８，６５８，３８６円

変更理由
労務単価等が著しく上昇したため、契約の金額を変更
するもの。
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６ 参考 （工事現場写真及びイメージパース）

南西（現工場側）からの鳥瞰【新東工場イメージパース】

令和７年７月末時点【新東工場工事現場写真】
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債務 負 担行為補正
期間 限度額

ページ 事項

40 ～ 41 新東工場整備工事 令和８年度
千円

101,948

１ 債務負担行為限度額

（１）目的

新東工場整備工事については、インフレスライドを適用するにあたり、工事費が増額となることから、新東工
場整備運営事業費のうち建設工事費における令和８年度の増額分について、債務負担行為の設定を行うもの。

（２）年度別内訳

（３）財源内訳 (令和８年度)

※２ 循環型社会形成推進交付金 交付率１/２、１/３

※３ 一般廃棄物処理事業債 充当率 ９０％（交付税措置率５０％） ７５％（交付税措置率３０％）

※１ 令和6年度から令和7年度への繰越額721,457千円を含む
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